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通常登校再開について 

 

  通常登校の開始にあたり、今後の校内生活と継続していく感染防止対策についてお

知らせします。内容をご確認いただき、引き続きご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

※ 通常登校後の登下校時間は下記の通りとなります。  

    登校 ８：００ 下校（５時間授業）１４：４５  （６時間授業）１５：４０ 

※ １年生：毎日５時間授業 ２年生：火水６時間 ３年生：火水木金６時間 

４～６年生：毎日６時間  （１０月３０日まで） 

※ 分散登校中と変わる部分は太字にしてあります。 

 感染拡大防止に関する事項 

 ・各ご家庭での健康観察の実施（健康観察カードの提出）  

  ・児童本人に発熱や風邪症状がある場合は自宅療養をして下さい。  

  ・登校後、学校での検温（体調不良を確認した場合、連絡後、早退をお願いします） 

  ・マスクの着用、マスクには記名（床に落とした場合使用できませんので予備のマ 

 スクを常時ランドセルに入れておいて下さい）  

  ・ハンカチ（ハンドタオル）、ティッシュ、ビニール袋の携行（使用したティッシ 

 ュペーパーは各自の持ち帰りとなります）  

  ・各活動後の石けんでの手洗い（共用の教具を使った後も手洗いを指導します）  

  ・校舎内の共用部分、共用教材機器などの次亜塩素酸ナトリウムによる消毒  

  （児童下校後 １日１回） 

  ・昇降口、教室にアルコール消毒の設置  

  ・換気の励行（可能であれば常時・気候によっては３０分に１回）  

  ・教室内の机配置は１つずつとして、給食時も机をつけません。   

 学習活動に関する事項 

 ・学習中の座席は対面にならないようにし、基本的に黒板方向に向かって行います。 

  ・発声を伴う活動はマスクを着用して行います。  

  ・少人数グループでの話し合い活動、教え合い等はマスクを着用し、近づきすぎな 

 いように気をつけて行います。  

  ・学習用具の貸し借りはできません。教室内の共用教具の使用は最低限とし、使用 

 後に手洗いと教具のアルコール消毒を行います。  

 学習について 

  ・感染症対策を講じた上で、全ての教科を実施します。  

 ・マスク着用や活動の向き、距離の確保など、様々な対策を検討しても、飛沫感染 

 や接触感染が心配される活動がある場合は実施を控えます。   

委員会のある日 

４年生は５時間授業 



 給食について 

 ・給食時に行っている予防対策は引き続き継続します。  

 ・給食当番は人数を増やし、通常時と同様に行います。（当番は週ごとです） 

 清掃について 

  ・マスクを着用し、換気をよくして実施します。  

  ・中高学年は自分たちの担当場所の清掃も行います。  

 ・清掃終了時には手洗いを念入りに行います。  

 休み時間 

 ・会話をする際にも一定程度の距離を保ちます。  

 ・接触をするような遊びは行わない。  

 ・共有物や遊具に触った後、教室に戻るときには必ず手洗いを行います。  

 その他 

 ・しばらくの間、校内の冷水機の使用は控えます。水筒の用意をお願いします。  

 ・児童本人にコロナ感染を疑う体調不良があった場合の欠席は出席停止扱いとなり 

 ます。 

  ・児童本人、ご家族の感染が疑われる状況となった場合、速やかな連絡をお願いい 

 たします。 

  ・欠席連絡は、引き続き学校メールの「お休み連絡」で受け付けます。  

 

※ 通常登校再開後は、校庭での検温は行いません。 

   登校後の健康観察の流れは下記の通りです。  

 登校 → 昇降口（密接密集に注意） → 教室 →  各自荷物の処理 → 

 机の上に「健康観察カード」を置く → （朝の会で担任が）健康観察  → 

 名前を呼ばれたら「はい元気です」と返事をしてカードを提出する。  

 

 ＊カードを忘れた児童は、「はい元気ですが、カードを忘れました」と返事をし

て 前に行き、その場で検温をしてもらう。  

 

※ 登校前の検温が大事になります。検温とカードの記入をお願いします。 

  学校で検温し、発熱があった場合、保健室へ移動し、再度検温をして様子を見ます。 

 体調不良が確認された場合、ご家庭に連絡いたしますので早退し、療養をお願いし 

ます。 

 

＊ 今後、文科省から示される「学校の新しい生活様式」の内容に変更があった場合、 

県や市から新たな指針が示された場合、あらためて校内の対応を検討しお知らせい 

たします。 


